
  

2026年３月16日 

各  位 

会 社 名 日産証券グループ株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 二 家 英 彰 

(コード番号 8705 東証スタンダード) 

問 合 せ 先 

役 職 ・ 氏 名 

常 務 取 締 役   

マネジメント本部長 
近 藤 竜 夫 

電 話 ０３－６７５９－８７０５    

 

 

連結子会社の「寄託料付き 貴金属寄託サービス」開始に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である「日産証券株式会社」（以下、「日産証券」といいます。）において、新

たな取引サービス「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」を開始いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

この度、日産証券ではお客様がお持ちの貴金属地金を有効活用し、毎月「寄託料」として現金を受

け取れる新サービス「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」を開始いたしました。 

本サービスでは、お客様がお持ちの金地金またはプラチナ地金を消費寄託契約にて日産証券に寄託

いただき、日産証券がお預かりした貴金属地金をリース市場で運用することで、運用収益を元に毎月

お客様に「寄託料」をお支払いいたします。貴金属地金という大切な資産を保有しながら、効率的に

活用できるサービスです。 

なお、本サービスの詳細につきましては、次頁の日産証券プレスリリースをご覧ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 



 

2026 年 3 月 16 日 

お客様各位 

日産証券株式会社 

 

 

寄託料付き 貴金属寄託サービス 

「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」 

サービス開始およびキャンペーン実施のお知らせ 

 

この度、当社ではお客様がお持ちの貴金属地金を有効活用し、毎月「寄託料」として現金を受け取

れる新サービス「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」を開始いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

本サービスでは、お客様がお持ちの金地金またはプラチナ地金を消費寄託契約にて当社に寄託いた

だき、当社がお預かりした貴金属地金をリース市場で運用することで、運用収益を元に毎月お客様に

「寄託料」をお支払いいたします。貴金属地金という大切な資産を保有しながら、効率的に活用でき

るサービスです。 

また、本サービスの開始を記念して、寄託重量に応じて現金をプレゼントするキャンペーンを実施

いたします。 

 

記 

１．「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」の主な特長 

①毎月、現金で「寄託料」が受け取れます 

当社が定める料率に基づき算出された寄託料を、毎月、現金で受け取ることができます。 

②返還方法は「貴金属地金」または「換金」が選べます 

解約時には、貴金属地金での返還、またはその時の価格で売却して金銭で受け取るかを選択する

ことができます。 

③保管料はかかりません 

銀行の貸金庫などを利用する場合にかかる保管料は一切不要です。当社が責任を持ってお預かり

するため、盗難や紛失の心配なく、コストを抑えて安全に保有し続けることができます。 

 

２．サービス開始記念キャンペーン 

 本サービスの開始を記念して、以下のとおりキャンペーンを実施いたします。 

 ＜期間＞ 2026 年 3 月 2 日（月） ～ 8 月 31 日（月）  

 ＜内容＞ 期間中に寄託された重量に応じて現金をプレゼントします。 

     金地金：1 キロにつき現金 2 万円をプレゼント 

     プラチナ地金：1 キロにつき現金 1 万円をプレゼント 

 

３．本サービスの概要 

（１）サービス名 
寄託料付き 貴金属寄託サービス 

「ゴールド・バンキング」「プラチナ・バンキング」 

（２）申込方法 

当社の各店舗において対面で申込を受付けます。 

※申込に先立って、当社の証券総合口座の開設が必要です。 

※インターネットでの申込は出来ません。 

（３）物品の種類 
金地金（品位 99.99%以上）あるいはその倉荷証券 

プラチナ地金（品位 99.95%以上）あるいはその倉荷証券 



 

※原則として当社で購入または現受けした貴金属地金または倉荷

証券が対象です。 

（４）取引単位 

金地金：1 キログラム以上 1 キログラム単位（※当社が認めた場

合は 500 グラム単位も可） 

プラチナ地金：500 グラム以上 500 グラム単位 

（５）寄託料 寄託料を毎月お支払いします。 

（６）利用申込 随時可能 

（７）契約期間 

契約期間は 1 年間とし、お客様からの申出がない限り自動更新さ

れます。 

（８）中途解約 全解約または一部解約が可能です。 

（９）中途解約の方法 
貴金属地金を返還する方法と売却して金銭で返還する方法があり

ます。 

（10）お問い合わせ先 

本サービスに関するお問い合わせは、最寄りの当社店舗までお願

いいたします。当社店舗の住所・電話番号は当社ホームページ

（https://www.nissan-sec.co.jp）に記載しております。 

（11）ディスクレーマー 金地金・プラチナ地金は元本保証の商品ではありません。日々の

価格変動により、売却時の価格が購入時の価格を下回る場合があ

ります。１ヵ月当たりの寄託重量には上限があり、希望する重量

をお預かりできない場合があります。本契約において、貴金属地

金は消費寄託の方法により寄託され、所有権は当社に移転しま

す。当社が破綻した場合、寄託者は同種、同等、同量の貴金属地

金の返還請求権を有するのみとなります。市場の急激な変動や、

正常に取引ができない状態が生じた場合、取引の全部または一部

が制限されることがあります。 

 

以  上 
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